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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート状の拭部を有する拭材を、拭部が底面側に位置するように保持し、底面側に位置
する拭部により対象物を拭いて清掃を行うための清掃材保持ヘッドであって、
前記清掃材保持ヘッドの底面側に、下向きに起立してそれぞれ厚さ方向に弾性的に撓み得
る多数の起立薄片が、前記厚さ方向が清掃材保持ヘッドの主な拭き方向である第１方向の
成分を有するように設けられて起立薄片群を構成しており、
前記起立薄片群における起立薄片は、
前記第１方向において、数枚以上が間隔おきに配置されると共に、
前記第１方向に直交する方向である第２方向において数枚以上が間隔おきに配置されてお
り、
前記起立薄片群においては、
任意の第１方向線上に少なくとも１枚の起立薄片の一部が位置し、且つ、
前記第１方向の一端部から他端部に向かって、当該他端部に至らない範囲で、起立薄片が
配置されておらず前記第２方向両側にそれぞれ第１方向に間隔おきに２枚以上の起立薄片
が配置されている凹入部を有し、
前記凹入部を、第２方向における間隔おきに複数満遍なく有していることを特徴とする清
掃材保持ヘッド。
【請求項２】
　上記起立薄片群において、第１方向の他端部から一端部に向かう凹入部を、第２方向に
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おける間隔おきに複数有する請求項１記載の清掃材保持ヘッド。
【請求項３】
　全ての凹入部の第２方向幅が第１方向の入り口側から奥側に向かって漸次縮小する請求
項１又は２記載の清掃材保持ヘッド。
【請求項４】
　一部の凹入部の第２方向幅が、第１方向の入り口側から奥側に向かって漸次縮小する請
求項１又は２記載の清掃材保持ヘッド。
【請求項５】
　清掃材保持ヘッドが、平面視において長手方向と短手方向を有し、短手方向が第１方向
である請求項１乃至４の何れか１項に記載の清掃材保持ヘッド。
【請求項６】
　起立薄片の全部又は一部が略平板状をなす請求項１乃至５の何れか１項に記載の清掃材
保持ヘッド。
【請求項７】
　起立薄片の全部又は一部が、略平板状をなすと共にその厚さ方向が上記第１方向である
請求項１乃至５の何れか１項に記載の清掃材保持ヘッド。
【請求項８】
　起立薄片が、第２方向の所定直線に沿って間隔おきに並んでいる請求項１乃至７の何れ
か１項に記載の清掃材保持ヘッド。
【請求項９】
　清掃材保持ヘッドの底面側に、前記清掃材保持ヘッドの底面よりも下向きに突出する弾
性材料からなる押圧用突条部を１又は２以上有し、
その押圧用突条部の下端位置は、前記起立薄片群を構成する起立薄片の下端位置よりも上
方であり、前記起立薄片群を構成する起立薄片の厚さ方向よりも撓み難い請求項１乃至８
の何れか１項に記載の清掃材保持ヘッド。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか１項に記載の清掃材保持ヘッドを備えた清掃具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シート状の拭部を有する拭材を、拭部が底面側に位置するように保持し、底
面側に位置する拭部により対象物を拭いて清掃を行うための清掃材保持ヘッド及びその清
掃材保持ヘッドを備えた清掃具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許第２６０７２０７号公報には、ハンドルを有する基台部の底面に拭き布を取り付け
るとともに、被清掃面に対して前記拭き布を擦過させて拭き掃除を行う拭き掃除具におい
て、剛体により形成された基台部と、前記基台部の底面の略全面に立設され、所定の押圧
力が付加されたときに弾性変形して屈曲するとともに、所定の押圧力が解除されたときに
弾性変形して伸張する複数の弾性突起と、前記複数の弾性突起を被覆するようにして、前
記基台部の前記底面に取り付けられた拭き布とを有することを特徴とする拭き掃除具が開
示されている。
【０００３】
　この拭き掃除具によれば、次のような効果を奏するものとされている。
「基台部の進行方向および基台部を被清掃面に対して押圧するハンドルの被清掃面に対す
る角度に応じて、基台部の底面に立設された複数の弾性突起の一部が、ハンドルからの押
圧力と被清掃面からの反力により押圧されて弾性変形して屈曲されることになるため、弾
性変形して屈曲した弾性突起部位を被覆している拭き布部位のみが、被清掃面に対して当
接されることになり、この部位のみにより被清掃面を擦過することができるようになる。
【０００４】
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　即ち、ハンドルからの押圧力を受けて、拭き布が被清掃面を擦過するために被清掃面と
接触する接地面積を小さくすることができるとともに、弾性突起の弾発力によっても拭き
布を被清掃面に押し付けることができるようになるため、単位面積あたりの拭き布の接地
面圧を著しく向上することができるようになり、被清掃面にこびりついた汚れなども、拭
き残すことなく容易に拭き取ることができるようになる。
【０００５】
　また、被清掃面に凹凸が存在した場合には、被清掃面に押圧されて弾性変形して屈曲し
た弾性突起は、こうした凹凸に追従してさらに弾性変形し、伸張・屈曲を繰り返すことが
できるものである。このため、弾性変形して屈曲した弾性突起部位を被覆している拭き布
部位は、被清掃面の凹凸に沿って確実に被清掃面を擦過することができるようになり、被
清掃面にたとえ凹凸が存在していても、被清掃面を拭き残すことのない拭き掃除を行うこ
とができるようになる。
【０００６】
　従って、本発明の拭き掃除具によれば、拭き布の単位面積あたりの接地面圧を増大する
ことができるとともに、被清掃面の凹凸の状態に追従させて拭き布を擦過することができ
るようになるので、拭き残しの発生が防止され、清掃能力を著しく向上させることができ
るものである。」
【０００７】
　しかしながら、上記特許第２６０７２０７号公報記載の拭き掃除具は、基台部の底面の
略全面に立設され、所定の押圧力が付加されたときに弾性変形して屈曲するとともに、所
定の押圧力が解除されたときに弾性変形して伸張する複数の弾性突起は、基台部の底面に
取り付けた拭き布を弾性的に押圧することにより、拭き布のうち弾性突起群が存在する部
分の外周縁部付近のみにおいて塵埃拭き取り効果を高めるものであって、基台部の底面の
拭き布の拭き取り能力を十分に活かし切れないという課題を有することが判明した。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第２６０７２０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、従来技術に存した上記のような課題に鑑み行われたものであって、その目的
とするところは、清掃材保持ヘッドの底面側に位置する拭部を全体として効率的に利用し
て対象物を効果的に清掃することができる清掃材保持ヘッド及びその清掃材保持ヘッドを
備えた清掃具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の清掃材保持ヘッド及び清掃具は、次のように表すことができる。
【００１１】
　(1)　シート状の拭部を有する拭材を、拭部が底面側に位置するように保持し、底面側
に位置する拭部により対象物を拭いて清掃を行うための清掃材保持ヘッドであって、
前記清掃材保持ヘッドの底面側に、下向きに起立してそれぞれ厚さ方向に弾性的に撓み得
る多数の起立薄片が、前記厚さ方向が清掃材保持ヘッドの主な拭き方向である第１方向の
成分を有するように設けられて起立薄片群を構成しており、
前記起立薄片群における起立薄片は、
前記第１方向において、数枚以上が間隔おきに配置されると共に、
前記第１方向に直交する方向である第２方向において数枚以上が間隔おきに配置されてお
り、
前記起立薄片群においては、
任意の第１方向線上に少なくとも１枚の起立薄片の一部が位置し、且つ、
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前記第１方向の一端部から他端部に向かって、当該他端部に至らない範囲で、起立薄片が
配置されていない凹入部を有し、その凹入部の前記第２方向両側には、それぞれ第１方向
に間隔おきに２枚以上の起立薄片が配置されていることを特徴とする清掃材保持ヘッド。
【００１２】
　清掃材保持ヘッドの底面側に、下向きに起立してそれぞれ厚さ方向に弾性的に撓み得る
多数の起立薄片が、前記厚さ方向が清掃材保持ヘッドの主な拭き方向である第１方向の成
分を有するように多数設けられて起立薄片群を構成している。
【００１３】
　シート状の拭部を有する拭材を、拭部が底面側に位置するように清掃材保持ヘッドに保
持し、清掃材保持ヘッドの底面側に位置する拭部により清掃を行う場合、清掃材保持ヘッ
ドを対象物に対しほぼ第１方向に移動させつつ対象物を拭くことにより、起立薄片群を構
成する起立薄片が厚さ方向に撓みつつ拭部を対象物に押圧する状態で対象物を拭くことが
できる。
【００１４】
　起立薄片群を構成する各起立薄片は、それぞれ厚さ方向に弾性的に撓み得るため、対象
物の凹凸等に良好に対応して拭部を対象物に押圧しつつ清掃を行うことができる。
【００１５】
　起立薄片群における起立薄片は、第１方向において、数枚以上が間隔おきに配置される
と共に、第１方向に直交する第２方向において数枚以上が間隔おきに配置されており、起
立薄片群においては、任意の第１方向線上に少なくとも１枚の起立薄片の一部が位置する
。
【００１６】
　そのため、清掃材保持ヘッドを対象物に対しほぼ第１方向に移動させつつ対象物を拭く
ことにより、起立薄片群を構成する何れかの起立薄片により、拭部を対象物に押圧しつつ
対象物を拭くことができる。
【００１７】
　第１方向の一端部から他端部に向かって、当該他端部に至らない範囲で、起立薄片が配
置されていない凹入部を有し、その凹入部の第２方向両側には、それぞれ第１方向に間隔
おきに２枚以上の起立薄片が配置されている。
【００１８】
　清掃材保持ヘッドを対象物に対しほぼ第１方向に移動させつつ対象物を拭いた場合、清
掃材保持ヘッドの底面側に位置する拭部のうち、移動方向（第１方向）の前方側の凹入部
に対応する部分は、起立薄片により押圧されないため、対象物上の塵埃が拭部に捕捉され
易くなる。そのため、清掃材保持ヘッドの底面側に位置する拭部を全体として効率的に利
用して対象物を効果的に清掃することができる。
【００１９】
　(2) 上記凹入部を、第２方向における間隔おきに複数有する上記(1)記載の清掃材保持
ヘッド。
【００２０】
　(3) 上記凹入部の第２方向幅が第１方向の一端部から他端部に向かって漸次縮小する上
記(1)又は(2)記載の清掃材保持ヘッド。
【００２１】
　清掃材保持ヘッドを対象物に対しほぼ第１方向に移動させつつ対象物を拭いた場合、清
掃材保持ヘッドの底面側に位置する拭部のうち、移動方向（第１方向）の前方側の特定の
凹入部に対応する部分は、起立薄片により押圧されず、且つ、奥側に向かうほど第２方向
両側の起立薄片による押圧部分が次第に内方に至るため、対象物上の塵埃が拭部に捕捉さ
れ易い。
【００２２】
　(4) 一部の凹入部の上記第２方向幅が、第１方向の一端部から他端部に向かって漸次縮
小する上記(2)記載の清掃材保持ヘッド。
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【００２３】
　清掃材保持ヘッドを対象物に対しほぼ第１方向に移動させつつ対象物を拭いた場合、清
掃材保持ヘッドの底面側に位置する拭部のうち、移動方向（第１方向）の前方側の特定の
凹入部に対応する部分は、起立薄片により押圧されず、また、第２方向幅が第１方向の一
端部から他端部に向かって漸次縮小する凹入部においては奥側に向かうほど第２方向両側
の起立薄片による押圧部分が次第に内方に至るため、対象物上の塵埃が拭部に捕捉され易
い。
【００２４】
　(5) 清掃材保持ヘッドが、平面視において長手方向と短手方向を有し、短手方向が第１
方向である上記(1)乃至(4)の何れか１項に記載の清掃材保持ヘッド。
【００２５】
　(6) 起立薄片の全部又は一部が略平板状をなす上記(1)乃至(5)の何れか１項に記載の清
掃材保持ヘッド。
【００２６】
　(7) 起立薄片の全部又は一部が、略平板状をなすと共にその厚さ方向が上記第１方向で
ある上記(1)乃至(5)の何れか１項に記載の清掃材保持ヘッド。
【００２７】
　(8) 起立薄片が、第２方向の所定直線に沿って間隔おきに並んでいる上記(1)乃至(7)の
何れか１項に記載の清掃材保持ヘッド。
【００２８】
　(9) 清掃材保持ヘッドの底面側に、下向き突出の弾性材料からなる押圧用突条部を１又
は２以上有し、
その押圧用突条部の下端位置は、前記起立薄片群を構成する起立薄片の下端位置よりも上
方であり、前記起立薄片群を構成する起立薄片の厚さ方向よりも撓み難い上記(1)乃至(8)
の何れか１項に記載の清掃材保持ヘッド。
【００２９】
　シート状の拭部が底面側に位置する状態で拭材を保持した清掃材保持ヘッドの底面側を
対象物に比較的強く押圧して起立薄片群を構成する起立薄片をその厚さ方向に十分に撓ま
せることにより、より撓み難い押圧用突条部により、拭部を対象物に比較的強く押圧する
ことができ、それにより、対象物におけるこびりついた塵芥や汚れの除去等を効果的に行
うことができる。
【００３０】
　(10)　上記(1)乃至(9)の何れか１項に記載の清掃材保持ヘッドを備えた清掃具。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明の清掃材保持ヘッド及び清掃具によれば、清掃材保持ヘッドを対象物に対しほぼ
第１方向に移動させつつ対象物を拭いた場合、清掃材保持ヘッドの底面側に位置する拭部
のうち、移動方向（第１方向）の前方側の凹入部に対応する部分は、起立薄片により押圧
されないため、対象物上の塵埃が拭部に捕捉され易くなる。そのため、清掃材保持ヘッド
の底面側に位置する拭部を全体として効率的に利用して対象物を効果的に清掃することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】上方斜視図である。
【図２】下方斜視図である。
【図３】長手方向中央部縦断面図である。
【図４】底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　[1] 本発明の実施の形態を、図面を参照しつつ説明する。
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【００３４】
　図面は何れも本発明の実施の形態の一例としての清掃具及び清掃材保持ヘッドに関する
ものである。
【００３５】
　(1) この清掃具Ａは、図３に鎖線で示すように、拭部Ｂ１を有する不織布製の方形シー
ト状の拭材Ｂを、その拭部Ｂ１が底面側に位置するように保持し、底面側に位置する拭部
Ｂ１により対象物を拭いて清掃を行うための清掃材保持ヘッドＣを備える。
【００３６】
　清掃材保持ヘッドＣは、平面視長方形状をなし、平面視長方形状の金属製の基体Ｄを主
体とする。清掃材保持ヘッドＣの主な拭き方向である第１方向Ｓは、平面視における短手
方向であり、第２方向Ｔは、第１方向Ｓに直交する方向である。
【００３７】
　基体Ｄの外周部及び下側に、合成ゴム製の拭材支持体Ｅが保持されている。
【００３８】
　基体Ｄの上側中央部には、使用者が清掃材保持ヘッドＣを操作するための柄体Ｐを、柄
体Ｐが何れの向きにも何れの傾斜角にも傾倒し得るように基部において支持することがで
きる自在支持部Ｄ１を備える。自在支持部Ｄ１は、水平方向の第１回動軸Ｄ１ａと、その
第１回動軸Ｄ１ａの回動軸線に対しねじれの位置において垂直な回動軸線を有する第２回
動軸Ｄ１ｂを有する。
【００３９】
　基体Ｄの第２方向Ｔの両側のそれぞれには、底面側を覆って清掃材保持ヘッドＣの上側
に折り返した拭材Ｂの相対する両辺の近傍部Ｂ２を清掃材保持ヘッドＣの上面との間に押
圧保持するための一対の拭材押圧保持体Ｄ２を第１方向Ｓにおいて背中合わせ状に有する
。
【００４０】
　(2) 基体Ｄは、図３に示すように、長方形状の平板の第１方向Ｓの両側縁部が、上下に
突出したフランジ部Ｄ３に形成され、第１方向Ｓの中央部に、第２方向Ｔに連続する下向
きの直立板部Ｄ４を有する。
【００４１】
　(3) 平面視長方形状をなす合成ゴム製の拭材支持体Ｅは、
平面視長方形状をなし、第１方向Ｓにおいて中央部から両側に向かって上向きに傾斜する
可撓性の基盤Ｅ１と、
基盤Ｅ１の第１方向Ｓの両側部に上向きに突設され、基体Ｄの第１方向Ｓの両側のフラン
ジ部Ｄ３が嵌合している内方開口のＴ字状断面の空洞部を有する外側上突条部Ｅ２と、
基盤Ｅ１の第１方向Ｓの中央部に上向きに突設され、基体Ｄの第１方向Ｓの中央部におけ
る下向きの直立板部Ｄ４が嵌合している上方開口の嵌合溝を有する中央上突条部Ｅ３と、
基盤Ｅ１の第２方向Ｔの両端部において上方に立ち上げられて上端部にそれぞれ内向板部
Ｅ４ａが設けられ、その内向板部Ｅ４ａの下面がそれぞれ基体Ｄの第２方向Ｔの両端部の
上面に接している端部保持部Ｅ４と、
基盤Ｅ１の第１方向Ｓにおける中央部に下向きに突設された第２方向Ｔの中央押圧用突条
部Ｅ５と、
基盤Ｅ１の第１方向Ｓにおける両端部にそれぞれ下向きに突設された第２方向Ｔの外側押
圧用突条部Ｅ６と、
基盤Ｅ１のうち中央押圧用突条部Ｅ５と両端部の外側押圧用突条部Ｅ６の間の２箇所に、
中央押圧用突条部Ｅ５に対し対称状にそれぞれ設けられた起立薄片群Ｆ・Ｇが一体的に形
成されてなるものである。
【００４２】
　拭材支持体Ｅにおける可撓性の基盤Ｅ１は、両外側上突条部Ｅ２、両端部保持部Ｅ４及
び中央上突条部Ｅ３において基体Ｄに保持され、可撓性の基盤Ｅ１のうち両端部保持部Ｅ
４の間における両外側上突条部Ｅ２と中央上突条部Ｅ３の間の部分は、基体Ｄとの間に空
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間を有するので上方に弾性的に撓み得る。
【００４３】
　両外側押圧用突条部Ｅ６の下端位置は等しく、中央押圧用突条部Ｅ５の下端位置は両外
側押圧用突条部Ｅ６の下端位置よりも低い。また、両外側押圧用突条部Ｅ６及び中央押圧
用突条部Ｅ５の下端位置は、起立薄片群Ｆ・Ｇを構成する起立薄片ｆ・ｇの下端位置より
も上方である。
【００４４】
　中央押圧用突条部Ｅ５及び両外側押圧用突条部Ｅ６は、起立薄片ｆ・ｇの厚さの数倍の
厚さであるため、起立薄片ｆ・ｇの厚さ方向に比し数倍以上撓み難い。
【００４５】
　(4) 起立薄片群Ｇは、中央押圧用突条部Ｅ５に対し起立薄片群Ｆと対称状をなす。起立
薄片群Ｆは次の通りである。
【００４６】
　起立薄片群Ｆを構成する多数の起立薄片ｆは、清掃材保持ヘッドＣの底面側において基
盤Ｅ１から下向きに起立し、それぞれ厚さ方向に弾性的に撓み得る。この起立薄片ｆは、
両面が平面状をなす略平板状をなし、下方に向かって厚さが漸減する。起立薄片ｆの厚さ
方向は第１方向Ｓであり、その正面視（最も投影面積が大きい方向）の形状は方形状であ
る。
【００４７】
　起立薄片群Ｆは、多数の起立薄片ｆが第２方向Ｔの直線に沿って等間隔に並んだ起立薄
片列が、第１方向Ｓに等間隔に５列並列してなる。以下、第１方向Ｓ外側から内方に向か
って第１列Ｆ１乃至第５列Ｆ５とする。
【００４８】
　清掃材保持ヘッドＣを平面上に載置した場合、その平面上に全ての起立薄片ｆの下端縁
部が接する。基盤Ｅ１は第１方向Ｓにおいて中央部から両側に向かって上向きに傾斜する
ので、起立薄片ｆの高さは、第１列のものが最も高く、第５列に向かって次第に低くなる
。
【００４９】
　第１列Ｆ１、第２列Ｆ２、第３列Ｆ３及び第５列Ｆ５は、それぞれにおいて起立薄片ｆ
の横幅（起立薄片ｆの正面視における水平方向幅）が一定であり、起立薄片ｆの数及び横
幅方向中央の第２方向Ｔにおける位置は、各列において同一である。
【００５０】
　第１列Ｆ１の起立薄片ｆの横幅を１とすると、第１列Ｆ１における起立薄片ｆ同士の間
隔は約１．２であり、第１方向Ｓの各列の間隔は約１．５である。
【００５１】
　第２列Ｆ２における起立薄片ｆの横幅は約１．４５、起立薄片ｆ同士の間隔は約０．７
５である。
【００５２】
　第３列Ｆ３及び第５列Ｆ５における起立薄片ｆの横幅は約１．９、起立薄片ｆ同士の間
隔は約０．３である。
【００５３】
　第４列Ｆ４は、両端位置を除いて、横幅が約０．７の起立薄片ｆが他の列の起立薄片ｆ
の横幅方向中央の第２方向Ｔにおける位置と同じ位置に設けられると共に、横幅が１の起
立薄片ｆが横幅方向中央の第２方向Ｔにおける位置が他の列における起立薄片ｆ同士の間
の横幅方向中央の第２方向Ｔにおける位置となるように設けられており、各起立薄片ｆ同
士の間隔は約０．２５、両端の起立薄片ｆの横幅は、それぞれ約１．２５である。
【００５４】
　(5) 起立薄片群Ｆにおいては、任意の第１方向線上に少なくとも１枚の起立薄片ｆの一
部が位置する。第１列Ｆ１と第４列Ｆ４の起立薄片ｆが重なる第１方向線においては、第
１列Ｆ１から第５列Ｆ５までの起立薄片ｆが重なる。また、第４列Ｆ４の起立薄片ｆのみ
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が存在する第１方向線がある他、第２、第３及び第５の各列の起立薄片ｆが重なる第１方
向線、第３列Ｆ３、第４列Ｆ４及び第５列Ｆ５の起立薄片ｆが重なる第１方向線も存在す
る。
【００５５】
　(6) 第２方向Ｔにおける一定間隔おきに、第１方向Ｓの一端部から他端部に向かって、
当該他端部に至らない範囲で、すなわち、第２方向Ｔにおける第１列Ｆ１の起立薄片ｆ同
士の間毎に、第１列Ｆ１における起立薄片ｆ同士の間から第３列Ｆ３における起立薄片ｆ
同士の間を経て第４列Ｆ４の起立薄片ｆの外側面まで、起立薄片ｆが配置されていない凹
入部Ｈを有する。
【００５６】
　これら全ての凹入部Ｈは、第２方向Ｔの幅が、第１列Ｆ１の起立薄片ｆ同士の間から第
４列Ｆ４の起立薄片ｆの外側面まで、二等辺三角形状（第２方向Ｔにおいて対称状）に縮
小し、凹入部Ｈの第２方向Ｔの両側には、それぞれ第１方向Ｓに間隔おきに第１列Ｆ１か
ら第３列Ｆ３までの３枚の起立薄片ｆが配置されている。
【００５７】
　(7) 方形シート状の拭材Ｂにより清掃材保持ヘッドＣの底面側を覆い、拭材Ｂの相対す
る辺に沿う部分を清掃材保持ヘッドＣの第１方向Ｓの上側に折り返し、両折り返し部分を
第２方向Ｔの両側のそれぞれに有する一対の拭材押圧保持体Ｄ２により押圧して拭材Ｂを
清掃材保持ヘッドＣに保持することにより、清掃材保持ヘッドＣの底面側に位置する拭部
Ｂ１により清掃を行うことができる。
【００５８】
　その場合、清掃材保持ヘッドＣを対象物に対しほぼ第１方向Ｓに移動させつつ対象物を
拭くことにより、第１方向Ｓにおいて中央押圧用突条部Ｅ５に対し対称状に設けられた起
立薄片群Ｆ及びＧをそれぞれ構成する起立薄片ｆ及びｇが厚さ方向である第１方向Ｓに撓
みつつ拭部Ｂ１を対象物に押圧する状態で対象物を拭くことができる。
【００５９】
　以下、両起立薄片群を代表して起立薄片群Ｆについて説明する。
【００６０】
　起立薄片群Ｆを起立薄片群Ｆを構成する各起立薄片ｆは、それぞれ厚さ方向である第１
方向Ｓに弾性的に撓み得るため、対象物の凹凸等に良好に対応して拭部Ｂ１を対象物に押
圧しつつ清掃を行うことができる。
【００６１】
　起立薄片群Ｆは、多数の起立薄片ｆが第２方向Ｔの直線に沿って等間隔に並んだ起立薄
片列が、第１方向Ｓに等間隔に５列並列してなるものであり、起立薄片群Ｆにおける任意
の第１方向線上に少なくとも１枚の起立薄片ｆの一部が位置する。
【００６２】
　そのため、清掃材保持ヘッドＣを対象物に対しほぼ第１方向Ｓに移動させつつ対象物を
拭くことにより、起立薄片群Ｆを構成する何れかの起立薄片ｆにより、拭部Ｂ１を対象物
に押圧しつつ対象物を拭くことができる。
【００６３】
　また、第２方向Ｔにおける第１列Ｆ１の起立薄片ｆ同士の間毎に、第１列Ｆ１における
起立薄片ｆ同士の間から第３列Ｆ３における起立薄片ｆ同士の間を経て第４列Ｆ４の起立
薄片ｆの外側面まで、起立薄片ｆが配置されていない凹入部Ｈを有する。
【００６４】
　清掃材保持ヘッドＣを対象物に対しほぼ第１方向Ｓに移動させつつ対象物を拭いた場合
、清掃材保持ヘッドＣの底面側に位置する拭部Ｂ１のうち、移動方向（第１方向Ｓ）の前
方側（図１及び２における手前側、図３における左側、図４における上側）の起立薄片群
Ｆの凹入部Ｈに対応する部分は、起立薄片ｆにより押圧されないため、凹入部Ｈの第１列
Ｆ１における起立薄片ｆ同士の間から第３列Ｆ３における起立薄片ｆ同士の間を経て第４
列Ｆ４の起立薄片ｆの外側面まで、対象物上の塵埃が拭部Ｂ１に捕捉され易くなる。その
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ため、清掃材保持ヘッドＣの底面側に位置する拭部Ｂ１を全体として効率的に利用して対
象物を効果的に清掃することができる。
【００６５】
　更に、全ての凹入部Ｈは、第２方向Ｔの幅が、第１列Ｆ１の起立薄片ｆ同士の間から第
４列Ｆ４の起立薄片ｆの外側面まで、二等辺三角形状に縮小し、凹入部Ｈの第２方向Ｔの
両側には、それぞれ第１方向Ｓに間隔おきに３枚（３列）の起立薄片ｆが配置されている
ので、奥側に向かうほど第２方向Ｔの両側の起立薄片ｆによる押圧部分が次第に内方に至
る。そのため対象物上の塵埃が拭部Ｂ１に捕捉され易い。
【００６６】
　また、拭材Ｂを保持した清掃材保持ヘッドＣの底面側を対象物に比較的強く押圧して起
立薄片群Ｆを構成する起立薄片ｆをその厚さ方向に十分に撓ませることにより、より撓み
難い中央押圧用突条部Ｅ５や外側押圧用突条部Ｅ６により、拭部Ｂ１を対象物に比較的強
く押圧することができ、それにより、対象物におけるこびりついた塵芥や汚れの除去等を
効果的に行うことができる。
【００６７】
　[2] 本発明の実施の形態を、上記以外の形態を含めて更に説明する。
【００６８】
　(1) 本発明の清掃具は、シート状の拭部を有する拭材を、拭部が底面側に位置するよう
に保持し、底面側に位置する拭部により対象物を拭いて清掃を行うための清掃材保持ヘッ
ドを備える。
【００６９】
　清掃材保持ヘッドは、合成樹脂、金属、その他の材料を単独で又は組み合わせてなる変
形し難い基体を主体とする。
【００７０】
　また清掃材保持ヘッドは、操作用の柄が連結されたものとすることや、操作用の把手を
備えるものとすることができる。
【００７１】
　拭材は、シート状の拭部を有する。拭材全体がシート状であってもよく、拭材の一部が
シート状の拭部であってもよい。拭材は、清掃材保持ヘッドの底面側に位置する拭部以外
は必ずしもシート状であることを要しない。シート状の拭材又は拭材のうちシート状をな
す部分は、不織布、織布、その他の布又はその他のシート状材料からなる。
【００７２】
　拭材を清掃材保持ヘッドに保持するには、例えば、清掃材保持ヘッドの底面側を方形状
の拭材の拭部により覆った状態で、拭材の相対する辺の近傍部をそれぞれ清掃材保持ヘッ
ドの上部に折り返して押圧部又は挟持部等の拭材固定部により着脱可能に固定することに
より行うことができる。清掃材保持ヘッドによる拭材の保持は、これらに限るものではな
く、例えば、清掃材保持ヘッドと拭材にそれぞれ面ファスナの一方部及び他方部を設ける
ことにより、或いはスナップの一方及び他方を設けることにより、拭材の所定箇所を清掃
材保持ヘッドに対し着脱可能に固定することにより行うことができる。
【００７３】
　(2) 清掃材保持ヘッドの平面視形状は、特定のものであることを要しない。清掃材保持
ヘッドの形状としては、例えば、平面視において長手方向と短手方向を有するものとする
ことができる（特に、短手方向の両端縁部又は一方の端縁部は、長手方向の直線状である
ことが好ましい。）。清掃材保持ヘッドの主な拭き方向である第１方向は、例えば、清掃
材保持ヘッドの平面視形状等に応じ、清掃効率が良い方向とすることができるが、前記の
ように平面視において長手方向と短手方向を有するものの場合の清掃材保持ヘッドの主な
拭き方向である第１方向は、一般には短手方向である。第２方向は、第１方向に直交する
方向である。
【００７４】
　(3) 清掃材保持ヘッドの底面側には起立薄片群を有する。起立薄片群は、１つでもよく
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２以上でもよい。例えば、清掃材保持ヘッドの第１方向における中間位置を挟んで両側に
それぞれ起立薄片群を有するものとすることができ、両起立薄片群は、例えば第１方向に
おける中間位置に対し対称状に設けることができるが、これに限るものではない。
【００７５】
　(4) 起立薄片群を構成する多数の起立薄片は、清掃材保持ヘッドの底面側に下向きに起
立し、それぞれ厚さ方向に弾性的に撓み得るものである。起立薄片の構成材料としては、
例えば、合成ゴム等のゴム状弾性を有する材料を用いることができる。
【００７６】
　各起立薄片は、略平板状であることが好ましいが、必ずしもこれに限るものではない。
各起立薄片の肉厚は、一定とすることができるほか、例えば、下方に向かって次第に肉厚
が減少するものとすることや、両側端縁部及び下端縁部の肉厚が、それぞれ端部に向かう
ほど減少するものとすることができる。
【００７７】
　各起立薄片の正面視（最も投影面積が大きい方向）の形状は、例えば、長方形又は正方
形等の方形状、上底よりも下底の方が短い（又はその逆の）等脚台形状などとすることが
できる、各起立薄片の下端縁部は水平直線状とすることができるが、これらに限られるも
のではない。
【００７８】
　起立薄片は、横幅（起立薄片の正面視における水平方向幅）において例えば３乃至５０
ｍｍ（好ましくは４乃至３０ｍｍ、より好ましくは５乃至２５ｍｍ）とすることができ、
厚さにおいて例えば０．３乃至３ｍｍ（好ましくは０．５乃至２ｍｍ）とすることができ
、高さにおいて例えば３乃至５０ｍｍ（好ましくは４乃至３０ｍｍ、より好ましくは５乃
至２５ｍｍ）とすることができる。
【００７９】
　(5) 起立薄片群を構成する多数の起立薄片は、清掃材保持ヘッドを平面上に載置した場
合に、その平面上に全ての起立薄片の下端縁部が接するものとすることができるが、必ず
しもこれに限るものではない。
【００８０】
　起立薄片群を構成する多数の起立薄片は、全て同一であるものとすることができる他、
例えば、高さや幅や厚さ等が異なる複数種の起立薄片が規則的に又は不規則に配置された
ものとすることができる。起立薄片群を構成する起立薄片が厚さ方向に撓みつつ清掃材保
持ヘッドの底面側に位置する拭部を対象物に押圧する状態で対象物を拭く場合に、その起
立薄片群が高さや幅や厚さ等が異なる複数種の起立薄片からなるならば、拭部を対象物に
押圧する強さや撓み易さ等が起立薄片の高さや幅や厚さ等によって異なるので、対象物の
凹凸や対象物上の塵埃の存否や大きさや種類等に対応し得る。
【００８１】
　(6) 起立薄片群を構成する多数の起立薄片は、厚さ方向が第１方向の成分を有するもの
である。望ましくは、厚さ方向が第１方向である起立薄片である。シート状の拭部を有す
る拭材を、拭部が底面側に位置するように保持した清掃材保持ヘッドを、対象物に対しほ
ぼ第１方向に移動させつつ対象物を拭くことにより、起立薄片群を構成する起立薄片が厚
さ方向に撓みつつ拭部を対象物に押圧する状態で対象物を拭く上で、全てが第１方向であ
るものが好ましいが、必ずしもこれに限るものではない。なお、起立薄片群を構成する起
立薄片の他に、厚さ方向が第１方向の成分を有しない起立薄片を清掃材保持ヘッドの底面
側に有するものであっても本発明を逸脱するものではない。
【００８２】
　(7) 下向きに起立してそれぞれ厚さ方向に弾性的に撓み得る多数の起立薄片からなる起
立薄片群は、例えば、可撓性の基盤から下向きに多数の起立薄片が起立する状態で、その
基盤と多数の起立薄片がゴム状弾性を有する材料（例えば合成ゴム）等により一体的に形
成された拭材支持体の一部として得ることが可能である。
【００８３】
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　起立薄片群における各起立薄片は、実質上互いに独立的に厚さ方向に弾性的に撓み得る
ものとすることができる。可撓性の基盤から下向きに多数の起立薄片が起立する状態でそ
の基盤と多数の起立薄片が一体的に形成された拭材支持体においても、各起立薄片の厚さ
方向の撓み易さや可撓性の基盤の変形し難さ等を適切に設定することにより、各起立薄片
が厚さ方向に撓んだ場合に、可撓性の基盤を介して隣接する起立薄片の位置や姿勢に実質
的な影響が及ばないものとすることができる。但し、起立薄片群における各起立薄片が、
隣接する起立薄片にある程度連動して厚さ方向に弾性的に撓み得るものであっても本発明
の範囲を逸脱するものではない。
【００８４】
　(8) 清掃材保持ヘッドは、例えば、前記拭材支持体における基盤側を剛性基体（拭材支
持体との関係で剛性とみなし得る基体）の下側に保持することにより構成することができ
る。
【００８５】
　この場合、前記拭材支持体における可撓性の基盤が、その一部（例えば、外周部或いは
外周部及び内方部の一部。）において基体に保持され、基体に保持されていない部分と基
体との間に空間を有するものとすることができる。前記外周部及び内方部の一部としては
、清掃材保持ヘッドが平面視において長手方向と短手方向を有するものの場合、例えば外
周部と長手方向の中心線に沿った部分を挙げることができ、清掃材保持ヘッドが平面視に
おいて長方形である場合は、例えば外周部と対角線に沿った部分を挙げることができる。
【００８６】
　また、拭材支持体における可撓性の基盤が、その一部において基体に保持され、基体に
保持されていない部分と基体との間に可撓性の基盤が弾性的に撓み得る空間を有するもの
とした前記清掃材保持ヘッドの場合、可撓性の基盤の上方への弾性的な撓みにより、起立
薄片により拭部を対象物に押圧する場合の対象物の凹凸や対象物上の塵埃の存否や大きさ
や種類等に対応し得るものとすることができる。
【００８７】
　(9) 起立薄片群における起立薄片は、第１方向において、数枚以上が、間隔おきに配置
されると共に、第１方向に直交する方向である第２方向において数枚以上（例えば、５乃
至６枚又はそれ以上の多数）が間隔おきに配置されている。
【００８８】
　前記数枚以上というのは、例えば、５乃至６枚又はそれ以上の多数を意味する。
【００８９】
　前記間隔おきというのは、例えば起立薄片の横幅の１／１０乃至５倍、好ましくは１／
５乃至２倍の間隔おきを意味する。
【００９０】
　前記起立薄片は、第１方向において各起立薄片の横幅方向中心位置が所定直線上に整列
していることを要しない。
【００９１】
　また前記起立薄片は、第２方向の所定直線に沿って間隔おきに並んでいるものとするこ
とができるが、必ずしも第２方向の所定直線上に並ぶことを要しない。
【００９２】
　(10) 起立薄片群においては、任意の第１方向線上に少なくとも１枚の起立薄片の一部
が位置し、且つ、第２方向における間隔おきに（例えば、一定間隔おきに、又は一定の規
則に従った間隔おきに）、第１方向の一端部から他端部に向かって、当該他端部に至らな
い範囲で、起立薄片が配置されていない凹入部を好ましくは複数有し、その凹入部の前記
第２方向両側には、それぞれ第１方向に間隔おきに２枚以上の起立薄片が配置されている
。
【００９３】
　起立薄片群においては、任意の第１方向線上において少なくとも１枚の起立薄片の一部
が位置する。凹入部内には起立薄片が存在しないが、凹入部の任意の第１方向線上におけ
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る他端部側に少なくとも１枚の起立薄片の一部が位置する。
【００９４】
　起立薄片群は、第１方向の一端部から他端部に向かう凹入部を１又は複数（好ましくは
３乃至４以上、より好ましくは満遍なく）有するものとすることができ、更に、第１方向
の他端部から一端部に向かう凹入部を１又は複数有するものとすることができる。
【００９５】
　起立薄片群における全ての凹入部又は一部の凹入部の第２方向幅は、第１方向の一端部
（入り口側）から他端部に向かって漸次縮小（好ましくは第２方向において対称状［例え
ば等脚台形状又は二等辺三角形状］に縮小）するものとすることが好ましい。なお、起立
薄片群における全ての凹入部又は一部の凹入部の第２方向幅は、これに限るものではなく
、例えば、第１方向の一端部（入り口側）から他端部に向かって変化しないものとするこ
とや、入り口側では変化せず奥側で縮小するものとすることもできる。
【００９６】
　凹入部の第２方向幅は、例えば３乃至５０ｍｍ（好ましくは４乃至３０ｍｍ、より好ま
しくは５乃至２０ｍｍ）であるものとすることができる。
【００９７】
　凹入部の第１方向深さは、例えば、１０乃至１００ｍｍ（好ましくは１０乃至６０ｍｍ
、より好ましくは１５乃至４０ｍｍ）であるものとすることができる。
【００９８】
　(11) 清掃材保持ヘッドの底面側に、下向き突出の弾性材料からなる押圧用突条部を１
又は２以上有し、その押圧用突条部の下端位置は、起立薄片群を構成する起立薄片の下端
位置よりも上方であり、起立薄片群を構成する起立薄片の厚さ方向よりも撓み難いものと
することができる。
【００９９】
　このような押圧用突条部は、例えば、起立薄片と同一材料からなり、厚さを例えば起立
薄片の厚さの数倍乃至数十倍又はそれ以上とすることにより、起立薄片の厚さ方向に比し
数倍乃至数十倍又はそれ以上撓み難いものとすることができる。
【０１００】
　押圧用突条部は、清掃材保持ヘッドの底面側における起立薄片群内および／または起立
薄片群の外側（好ましくは起立薄片群の外側近傍部）に位置するものとすることができる
。
【０１０１】
　押圧用突条部の方向は、主な拭き方向である第１方向に直交する方向である第２方向で
あることが好ましいが、これに限るものではない。
【０１０２】
　清掃材保持ヘッドの底面側に押圧用突条部を有するものの好適な例としては、第１方向
における中央部及び両端部に、それぞれ第２方向の押圧用突条部を有するものを挙げるこ
とができる。この場合の押圧用突条部の高さは、例えば、両端部の押圧用突条部が同じ高
さで中央部の押圧用突条部はそれらよりも高いものとすることができる。
【０１０３】
　また、可撓性の基盤と多数の起立薄片と１又は２以上の押圧用突条部を一体的に形成し
た拭材支持体を剛性基体の下側に保持して清掃材保持ヘッドを構成することができる。
【符号の説明】
【０１０４】
Ａ　　　清掃具
Ｂ　　　拭材
Ｂ１　　拭部
Ｂ２　　近傍部
Ｃ　　　清掃材保持ヘッド
Ｄ　　　基体
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Ｄ１　　自在支持部
Ｄ１ａ　第１回動軸
Ｄ１ｂ　第２回動軸
Ｄ２　　拭材押圧保持体
Ｄ３　　フランジ部
Ｄ４　　直立板部
Ｅ　　　拭材支持体
Ｅ１　　基盤
Ｅ２　　外側上突条部
Ｅ３　　中央上突条部
Ｅ４　　端部保持部
Ｅ４ａ　内向板部
Ｅ５　　中央押圧用突条部
Ｅ６　　外側押圧用突条部
ｆ　　　起立薄片
Ｆ　　　起立薄片群
Ｆ１　　第１列
Ｆ２　　第２列
Ｆ３　　第３列
Ｆ４　　第４列
Ｆ５　　第５列
ｇ　　　起立薄片
Ｇ　　　起立薄片群
Ｈ　　　凹入部
Ｐ　　　柄体
Ｓ　　　第１方向
Ｔ　　　第２方向
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